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第７３回 
（令和５年度） 

 

“社会を明るくする運動” 
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～ 

岸和田地区実施要綱 

岸和田地区推進委員会 

１ この運動の趣旨 

 

２ 趣旨の説明 

  犯罪や非行のない安全で安心に暮らせる明るい社会の実現は、岸和田市民の大

きな願いである。近年、地域社会における連帯意識の希薄化や家庭における教育

機能の脆弱化など、いわゆる「地域力」の低下が指摘されているところ、岸和田

市民の願いを実現するためには、安全で安心な社会作りに関わる機関・団体が組

織を超えて連携・協力し、誰一人取り残さない社会の実現に取り組まなければな

らない。 

  そこで、他者への思いやりを基本とし、広く地域住民の理解と共感を得られる、

地域の実情に応じた活動が展開されるよう、この運動が目指すこと、この運動に

おいて力を入れて取り組むことを設定し、地域社会に対して、より具体的で効率

的な本運動の推進を図ることを要請するものである。  

 

３ 主唱  法務省 

 

４ この運動が目指すこと 

(目標１)  犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域

社会を築くこと 

(目標２)  犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直り

を支えること 

５ この運動において力を入れて取り組むこと 

  犯罪や非行をした人を、再び地域社会に受け入れ、望まない孤独や社会的孤立

などの生きづらさという課題に我が事としてかかわるコミュニティの実現に向け、

次のことに力を入れて取り組む。 

すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について

理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心

な明るい地域社会を築こうとするものです。 
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（１） 犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、再犯を防止することの大切さや、更

生保護の活動について、デジタルツールも活用するなどして、広く周知し、理

解を深めてもらうための取組 

（２） 犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の方法

があることを示し、多くの人に協力者として気軽に参加してもらうための取組 

（３）保護司、更生保護女性会会員、協力雇用主等の更生保護ボランティアのなり

手を増やすための取組 

（４） 民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行をした人

が、仕事、住居、教育、保健医療・福祉サービスなどに関し必要な支援を受け

やすくするためのネットワークをつくる取組 

（５） 犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健やかな成長を期する取組 

 

６ この運動の組織 

この運動は、岸和田地区推進委員会により推進する。 

  ア 岸和田地区推進委員会は、別表の関係機関・団体により組織する。 

イ この運動の周知及び展開を図るため、前記４及び５に基づく別紙「行動計

画」による事業を企画し、実施する。 

 

７ 強調月間 

７月を“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地

域のチカラ～強調月間とする。また、再犯の防止等の推進に関する法律において、

同じく７月が「再犯防止啓発月間」とされている趣旨を踏まえて運動を推進する

こととする。 
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別表 

岸和田地区推進委員会 構成機関・団体並びに構成員 

 

構成団体 構成員 

岸和田地区保護司会 
会長・副会長・書記・会計・総務部長・ 

研修部長・広報部長・組織部長 

岸和田地区更生保護女性会 会長・副会長・書記・会計・理事 

岸和田地区協力雇用主会 会長・副会長 

岸和田市社会福祉協議会 会長・事務局長 

岸和田市町会連合会 代表 

岸和田市立中学校校長会 代表 

岸和田市立小学校校長会 代表 

岸和田市民生委員児童委員協議会 代表 

岸和田少年補導員連絡会 代表 

岸和田地区少年補導協助員連絡会 代表 

岸和田市青少年育成連絡会 代表 

 

岸和田市教育委員会・岸和田市 

生涯学習課 庶務担当課 

福祉政策課 岸和田市関係課 

人権・男女共同参画課 岸和田市関係課 
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別紙 

第７３回“社会を明るくする運動”行動計画 

第７３回“社会を明るくする運動”岸和田地区推進委員会 

事業名 時期 内  容 

作文コンテスト 4～９月 
岸和田市の小学４年～６年生及び中学生を対象にした

作文コンテストの実施 

推進委員会 5/23(火) 
第 73回“社会を明るくする運動”岸和田地区実施要綱

（案）について 

内閣総理大臣 

メッセージ伝達式 
6月 メッセージ伝達、懇談、情報交換 

市広報媒体を活用 

した啓発 
6～7月 

・市ホームページでの広報 

・市広報紙 7/1号に社明運動啓発記事を掲載 

・ケーブルテレビ等を通じての啓発 

のぼり旗等による啓

発 
7月 

・のぼり旗掲示 

（市立公民館、春木・八木・山直・桜台市民センター） 

・社明うちわ・ティッシュ配布（各公民館） 

社明運動啓発ポスタ

ー掲示 
7月 

掲出場所 市役所、公民館、小・中学校、郵便局 

     町会・自治会掲示板 他 

社明運動市民集会 7/8(土) 

◇式典 

◇講演（薬物乱用防止） 

◇決意表明 

◇南海浪切ホール岸和田矯正展 

環境浄化活動 7月 
岸城中学校教職員及び生徒との環境浄化活動 

（啓発物品の配布、落書き消し）南海岸和田駅周辺 

作文コンテスト表彰

式 
９月 

◇委員長賞、市長賞、議長賞、教育長賞 

場所：市役所市長公室 

学校訪問 11月 市内小・中学校訪問、作文コンテスト参加賞配布 

更生保護出前講座 通年 
対象：市立中学校等 

講師：大阪保護観察所職員 

 


